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示

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

み
つ
ば
ち
の
腐
蛆そ

病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
の
で
、
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則

(

昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)

第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
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日
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

�･

�

発
生
年
月
日

発

生

場

所

発
生
群
数

所

有

者

平
成
��・

�・

�

東
津
軽
郡
�
田
村

四

森

秀

夫

平
成
二
十
年

九
月
二
十
九
日

(

月
曜
日)

第
二
千
九
百
九
十
一
号



( )
｢

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
青
森

青
森
市
橋
本
一
丁
目

支
店

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
八
戸

八
戸
市
大
字
八
日
町

に
改
め
る
。

支
店

｣

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
年
九
月
十
九
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
と
う
ほ
く
天
間
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
等
売
買
事
業(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
施
行

平
成
二
十
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の

登
録
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

つ
が
る
市
豊
富
町
千
貫
四
九
番
地
二

�

場

周
次
郎

つ
が
る
市
富
�
町
清
水
二
六
番
地

松

野

昭

一

つ
が
る
市
牛
潟
町
鷲
野
沢
二
九
番
地
三
〇
四

尾

野

明

彦

車

力

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
三
九
号

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

発
酵
鶏
糞

窒
素
全
量三
・
〇

り
ん
酸
全
量
四
・
〇

加
里
全
量三
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

日
本
ホ
ワ
イ
ト

フ
ァ
ー
ム
株
式

会
社

上
北
郡
横
浜
町

字
林
尻
一
〇
二

の
一
〇
〇



( )

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
○

青
森
県
観
光
物
産
館

｢

ア
ス
パ
ム｣

六
階

会
議
室

｢

八
甲
田｣

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
筆
記
に
よ
る
試
験
と
し
、
そ
の
試
験
科
目
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

(

基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。)

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
年
十
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

(

郵
送
の
場
合
は
同
月
二
十
四
日
付
け
消
印

の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書

一
通

２

写
真

一
枚

(

写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
と
し
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の)

六

受
験
手
数
料

七
千
六
百
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
提
出
時
に
添
付
し
て
納
入
す
る
。
消
印

し
て
は
な
ら
な
い
。)

七

そ
の
他

受
験
願
書
及
び
履
歴
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
で
配
布
す
る
。

(

郵
送

を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
送
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
に
、
八
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
た

も
の
を
同
封
す
る
こ
と
。)

後
日
、
受
験
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
相
原
一
一
〇

の
四
、
一
一
〇
の
五
、
三
四
八
の
一
、
三
四

八
の
九
か
ら
三
四
八
の
二
五
ま
で
、
四
六
七

の
二
、
四
六
七
の
三
及
び
四
六
八
の
二

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
二
二
の

四

有
限
会
社

タ
ク
モ
ト
開
発

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
〇
一

五
の
一
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
九
四

の
二

メ
ゾ
ン
ソ
レ
イ
ユ
Ｄ
棟
川
畑

勇
喜
雄

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

三
沢
市
大
津
二
丁
目
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九

の
一
〇
か
ら
一
〇
九
の
一
五
ま
で
、
一
一
五

の
一
、
一
二
〇
の
一
、
一
二
〇
の
五
、
一
二

〇
の
八
、
一
二
〇
の
一
一
及
び
一
二
〇
の
一

二

三
沢
市
大
津
一
丁
目
二
一
九
の
一
二
〇

有
限
会
社

宮
古
建
設
工
業



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

西
北
五
管
工
事
業
協
同
組
合

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

義
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
漆
川
字
浅
井
一
一
三
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
四
〇
〇
〇
五
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
八
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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